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令和８年 第１回宮代町農業委員会総会会議録 

１．開催日時 ：令和８年１月 23日（金）15時 00分から 15時 30分 

 

２．開催場所  : 宮代町役場 202会議室 

 

３．委員出欠状況 

  

議席 氏名 出欠席 議席 氏名 出欠席 

１ 大島 悟 ○ ２ 金窪 実 〇 

３ 熊倉 豊 〇 ４ ― ― 

５ 先﨑 敦子 ○ ６ 日下部 好克 〇 

７ 並木 孝之 〇 ８ 渡邉 繁 〇 

９ 島村 忠雄 〇 10 関根 武男 〇 

11 深井 一郎 ○ 12 伊草 俊行 〇 

13 岡村 由紀江 〇 14 折原 正英 〇 

               

４．議事日程  

日程第１ 議事録署名委員の指名について 

日程第２ 農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画（案）に対

する意見について 

日程第３ 営農計画書について 

 

５．農業委員会事務局職員 

事務局    

      産業観光課長            小川 英一郎 

産業観光課主幹           鈴木 功 

農地調整担当主査          友部 啓介 

農地調整担当主事          杉本 花英 

農地調整担当主事          阿久津 実里 
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６．会議の概要 

◎開 会 

 

(会長) 

皆さん、こんにちは。 

総会につきましては効率よく進めたいと考えておりますので、皆様の御協力

をよろしくお願いいたします。 

本日の出席委員は、13 名でございます。欠席委員はいません。定足数に達し

ておりますので、これより令和８年第１回農業委員会総会を開会いたします。 

日程第１の議事録署名委員の指名についてですが、「10 番 関根委員」と「11

番 深井委員」を指名します。 

 

(会長) 

続きまして、日程第２・議案第１号「農地中間管理事業に係る農用地利用集

積等促進計画（案）に対する意見について」を上程いたします。 

それでは、事務局説明お願いいたします。 

 

(事務局) 

 議案第１号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画（案）に対

する意見について」、ご説明いたします。 

本議案は、宮代町が農地中間管理機構へ提出いたします、別紙「農用地利用

集積等促進計画（案）」に対しまして、「農地中間管理事業の推進に関する法律」

第 19条第３項の規定に基づき農業委員会の意見を聴くものとされておりますこ

とから、意見を求めるものでございます。 

 それでは、お手元の議案書の「農用地利用集積等促進計画（案）」をご覧くだ

さい。 

今回の促進計画（案）でございますが、まず、１番から 12番につきましては、

左側から順番に「農地中間管理機構に農地中間管理権の設定を行う者」、すなわ

ち農地所有者が全体で３人、「権利の設定を行う土地」、すなわち貸借の対象と

なる農地は■■■■■の畑で、筆数が全体で１２筆、合計面積が 5,440㎡、「農

地中間管理機構から使用貸借権の設定を受ける者」、すなわち農地を借り受ける

耕作者は■■■■■■■■となっています。土地の利用目的は「普通畑利用」

で、貸借期間は令和８年４月１日から令和１８年３月 31日までの「10年間」と

なっています。 

なお、今回の■■■■■の農地につきましては、過去に農業委員会が実施い

たしました「農地利用意向調査」の結果、今後の農地利用に関して「農地中間
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管理事業を利用したい」旨の回答があった未活用農地で、町、埼玉県、農地中

間管理機構、■■■■と協議を重ね、■■■■■■■■を受け手として調整を

進めてきました。昨年６月には地元の■■■■■において■■■■にも出席を

していただき、説明会を開催して合意形成を図ってきたものでございます。 

それではモニターをご覧ください。今回、権利を設定する農地の位置図となっ

ています。場所は、■■■■■の■■■■■■■■■■■■■■■に位置して

います。■■■■■■■■が借り受けたのち、耕作再開に向けた再生作業を実

施した上でねぎを作付する予定となっています。 

次に、13番から 27番につきましては、従前の農用地利用権設定で賃貸借によ

る農地の貸借期間が満了したことに伴いまして、農地中間管理事業の貸借手続

きへの移行を行うことによるものでございます。 

「農地中間管理機構に農地中間管理権の設定を行う者」、すなわち農地所有者

は１人、「権利の設定を行う土地」、すなわち貸借の対象となる農地は字中地内

の畑で、全体で筆数が 15 筆、合計面積が 2,950 ㎡、「農地中間管理機構から賃

借権の設定を受ける者」、すなわち農地を借り受ける耕作者は１人です。土地の

利用目的は「普通畑利用」で、貸借期間は令和８年４月１日から令和 14年３月

31 日までの「６年間」となっています。なお、促進計画（案）に記載のある賃

借料につきましては、従前より当事者同士の合意の下で金額の設定をしている

とのことで、面積 2,950 ㎡全体で年額 6,000 円とのことでございます。なお、

農地中間管理事業におきましては、「賃貸借」の場合、農地一筆ごとに「固定借

賃」を設定することとされておりますので、年額 6,000 円を一筆ごとの面積で

按分したため、このような金額の記載となっております。 

 最後に、今後のスケジュールについてご説明いたします。 

 まず、本日の農業委員会総会で農用地利用集積等促進計画（案）に対する意

見を決定していただいたのち、農業委員会から町に提出された意見書に基づき、

町は農地中間管理機構に対し「農用地利用集積等促進計画に係る意見書」を提

出します。 

次に、農地中間管理機構において「農用地利用集積等促進計画」が定められ

たのち、埼玉県に対し承認申請が行われます。 

最後に、埼玉県においては、農用地利用集積等促進計画の公告・縦覧が行わ

れ、その後、認可されることとなっております。 

これらが順調に済みますと、令和８年３月 31日付けで認可される運びとなり

ます。 

 説明は以上でございます。 

 

(会長) 
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それではこの件について御審議お願いいたします。 

御意見無いようでございます。それではこの件に関しまして、「農地中間管

理事業に係る農地利用集積等促進計画（案）」の通り承認してよろしいでしょ

うか。賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

〈全員挙手〉 

 

(会長) 

  全員挙手とのことですので、この件については原案のとおり「承認」する

こととし、町へ回答することといたします。 

 

（会長） 

  続きまして、日程第３「３条許可に伴う営農計画書の審査について」事務

局説明お願いいたします。 

 

（事務局） 

宮代町では、令和６年４月から経営面積が 20a未満の方が農地を取得する際

には、３条許可申請を行う前に、営農計画書を提出していただき、まずは営農

計画書の審査を受けてから、３条許可の申請をする仕組みに変更しています。 

それでは、営農計画書について御説明いたします。この度、経営面積が 20a

に満たない方から、営農計画書の提出がありました。皆様には内容を御確認い

ただき、御質問や御意見がある場合は、お配りしている質問票に記載の上、１

月 30日（金）までに提出してください。 

 なお、営農計画書につきましては、次回、皆様からいただいた質問を、事務

局から回答した上で審議をしていただきますので、今回は提出のあった営農計

画書の概要を御説明するのみとなります。 

それでは、内容について御説明いたします。資料１を御覧ください。 

今回営農計画書を提出されたのは、宮代町内にお住まいの方です。申請地で

は以前から申請人が管理耕作を行っており、今後も引き続き管理を継続してい

く予定であることから、所有者と話合いの結果、今回営農計画書を提出したと

のことです。 

今回の申請地は、■■■■■■■■の畑１筆で面積は 159㎡になります。位

置につきましては、お手元の資料およびモニターを御覧ください。 

次に営農計画や申請者の情報について御説明いたします。まず、作付け予定

の作物は、ジャガイモ・里芋・トマト・ナス・胡麻・大根とのことです。 

農機具の保有状況については、管理機とミニ耕運機を各１台所有しているとの
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ことです。 

申請者の農業経験につきましては、家庭菜園で 18年間従事した経験があると

のことです。 

年間作業日数については、ジャガイモ・里芋に 210日、トマト・ナスに８日、

胡麻・大根に 22日従事するという記載があり、年間の総従事日数は 245日の予

定です。 

最後に、申請予定地の現況について御覧ください。 

説明は以上でございます。 

 

（会長） 

 ただいまの件に関しまして、意見等がある場合は、意見書を指定期日までに

事務局へ提出をお願いいたします。 

 なお、営農計画書の審議については、意見や質問を取りまとめたうえで来月

の総会にて行っていただきます。ご承知おきください。 

 

（会長） 

続きまして、日程第４「報告事項」について、事務局報告お願いいたしま

す。 

 

(事務局) 

今回の報告事項について御説明させていただきます。今月は各種届出の締

め日が１月 10 日となっておりました。５条届出が２件ございましたことを

ご報告いたします。以上でございます。 

 

(会長) 

ただいまの報告につきましては、宮代町農業委員会会長専決規定に基づく、

専決事項であります。 

このことから質疑等については割愛させていただきます。 

以上をもちまして、令和８年第１回農業委員会における審議・報告案件の

すべてを終了いたします。 

それでは事務局、事務連絡をお願いします。 

 

 

閉会 
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以上会議の顛末に相違ないことを証明するため署名する。 

 

  令和８年２月 25日 

 

 

         会  長                

 

 

         署名委員                

 

 

         署名委員                

 

 


